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１．はじめに 

前回は出願人の動向を中心に中国特許を紹介しましたが 1)、今回はもう少しマクロな

観点から中国特許および実用新案の最新動向を紹介したいと思います。 

中国に限らず、東アジアやアセアンの知財情報は 2～3 年も経つと陳腐化して使い物

にならないものもあります。 

 

２．中国専利出願状況 

 6月には中国特許庁(CNIPA)から 2023年の出願データも公開されましたので 2) 改め

て 2023 年までの特許、実用新案、意匠の出願推移をグラフで紹介しました。 
 2019 年の特許出願の落ち込み、実用新案の伸び悩みは、いわゆるコピー出願など非

正常出願取締りによる影響と思われますが 3) 、その後は、特に実用新案については持

ち直している状況です（図１）。 
  

 
図１．中国専利出願推移 2) 

 
 図１で紹介している CNIPAの出願数値は私たちが日常使用しているデータベースの

値より若干多くなっています。特許の場合には、CNIPA に出願され、公開される前に

「取下げ」られたものや方式審査などに対する OA 未対応で「見做取下げ」となったも

のはデータベースには収録されません（これら未公開特許は約 1 割存在します）。 
 データベースからも出願日基準や公開日基準で出願推移などを示すことができます

が、上記のような公開前情報は抽出できません。 



 また、CNIPA の出願統計データは出願受理されたものですので何年たっても数値が

変わることはありませんが、データベースから得られる出願日基準のデータはデータが

更新される度に積み上がって変化します。特に直近の情報は数値が低く、出願が落ち込

んでいるようなグラフとなります。 
 もちろん、特許が公開された後に「取下げ」や「見做取下げ」などがあればこれらの

情報は「法律状態情報」としてデータベースに収録されて確認することが可能です。 
 
３．中国特許・実用新案の生死情報 
 中国知識産権出版社(IPPH)が運営する CNIPR やその他一部の商用データベースで

は出願公開された特許や実用新案などの生死情報を確認することができます。図２に

「公開特許」と、それが取下げ、見做取下げ、拒絶などで失効していないもの（審査中

のものも含む）を「有効公開（特許）」として、さらに、審査を経て登録特許となり（年

金支払い前の登録特許も含む）、年金未納や放棄、20 年の有効期限を徒過したものなど

無効となったものを除いた登録特許を「有効登録（特許）」として、その推移を示しま

した（2024 年 10 月 19 日現在）。 
 

先にも触れたように図２では出願年基準のため 2022 年以降のデータは減少している

ように見えます。登録特許数も審査の関係から直近数年は公開特許数などと共に今後積

み上がるものと思います。 

 
図２．有効特許 

 
公開となった特許の現時点における無効理由を表１に示しました。 

 見做取下げの多いことに加え、拒絶も多いことが意外です。2021 年以降の拒絶率は

審査中などにより低い値となっています。 
拒絶特許の大半（95％以上）は内国出願人です。2022 年、2023 年でも拒絶がそこそ



こ存在する、ということは内国出願の 70％が早期公開（特許）をしているせいかもし

れません。出願と同時に審査請求をしていても公開にならないと審査が始まりませんが、

早期公開により若干、審査が早くなっているものと思います。 
 
また、表１では、取下げ（見做取下げを含まない）のうち 2019 年出願分の数値が異

常に低いものとなっています。非正常出願の取締りが影響しているのでしょうか。 
 

表１．特許の無効理由とその存在数 

 
 
 次いで、実用新案についても同様に見てみましょう。 

 
図３．有効実案    図４．実案有効率 

 
表２．実用新案の無効理由とその存在数 

 



実用新案出願の 99%以上は内国出願人です。無効理由のほとんどは「専利権終了」

ですがこれはほぼ年金未納によるものです。出願から 5 年以上経過すると内国出願人の

実用新案維持率は 50％未満となることは 10 年以前の状況と変わりないようです。 
 

 
図５．中国特許庁 CNIPA(当時は SIPO)発行の専利統計簡報(2013 年) 

 
 CNIPA(SIPO)による専利統計簡報は、内国出願人・外国出願人のランキングなども

掲載していましたが、外国出願人の名寄せ、表記が不充分であることなどを指摘させて

いただいてきましたが（図６）、2014 年以降は発行されなくなりました。 
わかりやすい中国特許情報の紹介であったことでもあり残念です。 

 

 
図６．専利統計簡報(2011 年)の外国出願人 TOP 10 

 
表２の「重複放棄」は、特許と実用新案の同日出願における重複授権放棄（ 复避免重

授权放弃）のことですが、次節で紹介します。 



３．特許と実用新案の同日出願 
特許と実用新案の同日出願においては、実用新案を出願して登録となった後に特許が

成立した場合、いずれかの権利を放棄する必要があります（通常は実用新案が放棄され

ています）。これが重複授権放棄です。 

 
基本的な権利内容が同一（クレームの文言が同一というものではありませんが）の特

許と実用新案の同日出願は、2018 年～2019 年の検証では公開特許に対する同日出願率

は約 15%でしたが、2021 年～2022 年では約 10%と少なくなっているようです。同日

出願の魅力（実用新案の方が権利行使しやすいなど）が損なわれてきたのでしょうか。 
 

 
図７．特許と実用新案の同日出願推移 

 
 2018年～2019年の検証では発行日基準で同日出願数をカウントしても1年ぐらいの

タイムラグでその数が増えていることから同日出願数は通常の公開や登録情報の更新

とは異なり、別途追加してデータベースが更新されているのではないか、ということを

報告しました 4)。現時点でも同日出願数の収録は 1 年ぐらいの収録タイムラグがあり、

発行年基準でも最新のデータは積み上がり、変化しています。 
 
 実用新案の外国出願人の割合は全体の１%以下ですが（表２）、参考情報として表３

に 2020 年～2023 年の実用新案出願数小計が 100 件以上の外国出願人ランキングも示

しました（特実同日出願ランキングではありません）。 
出願人名の簡体字の英表記を下表に参考として示しました。外国出願人の割合が多い

韓国出願人と日本出願人は色分けしてマークしました。また、中国にある現地法人の出

願は割愛（not 演算）しています。 
 例えば、意法半导体(ST MICROELECTRONICS)は IT, FR, SG, CH, PH など多くの

国の現地法人から中国に実用新案を出願していますが、中国の現地法人は含めていませ

ん。 



表３．外国出願人の実用新案ランキング（2020 年～2023 年出願推移） 

 
 

 
 どのような分野の出願が多いか、権利の維持状況はどうかも今後解析してみたいと思

います。 
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